
 第８７号議案

  学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。

  令和４年１０月２７日

               品川区長職務代理者

               品川区副区長  桑  村  正  敏

   学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

 学校教育職員の給与に関する条例（平成２０年品川区条例第２３号）の一部

を次のように改正する。

 第２条中「常時勤務の者」の次に「および地方公務員法第２２条の４第１項

に規定する短時間勤務の職を占める者（以下「定年前再任用短時間勤務職員」

という。）」を加える。

 第７条第６項中「当該職員」を「その者」に、「職員の属する」を「その者の

属する」に改め、同条中第７項を第８項とし、第６項の次に次の１項を加える。 

７ 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、その者に適用される給料表の

定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属す

る職務の級に応じた額に、勤務時間条例第３条第３項の規定により定められた

その者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて

得た額とする。

 第２０条第４項中「育児短時間勤務職員等」の次に「および定年前再任用短

時間勤務職員」を加える。

 第２２条中「育児短時間勤務職員等」を「次の各号に掲げる者」に、「同項に



規定する勤務時間を同条第２項の規定により定められたその者の勤務時間で除

して得た」を「当該各号に定める」に改め、同条に次の各号を加える。

 ⑴ 育児短時間勤務職員等 勤務時間条例第３条第１項に規定する勤務時間

を同条第２項の規定により定められたその者の勤務時間で除して得た数

 ⑵ 定年前再任用短時間勤務職員 勤務時間条例第３条第１項に規定する勤

務時間を同条第３項の規定により定められたその者の勤務時間で除して得

た数

 第３１条第２項中「号給」の次に「（定年前再任用短時間勤務職員にあっては、

職務の級）」を加える。

 第３２条に次の１項を加える。

３ 第１３条、第１４条および第１６条の規定は、定年前再任用短時間勤務職

員には適用しない。

 付則を付則第１条とし、同条に見出しとして「（施行期日）」を付し、付則に

次の２条を加える。

 （職員の定年の引上げに関する経過措置）

第２条 当分の間、職員の給料月額は、その者が６０歳に達した日後における最

初の４月１日（第３項において「特定日」という。）以後、給料表の給料月額

のうち、その者の属する職務の級および受ける号給に応じた額（この条例その

他の条例の規定により、その者につき当該号給に応じた額と異なる給料月額が

定められている場合は､当該異なる給料月額）に１００分の７０を乗じて得た額

（その額に、５０円未満の端数がある場合はこれを切り捨て、５０円以上１０

０円未満の端数がある場合はこれを１００円に切り上げるものとする。）とす



る。

２ 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

 ⑴ 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職

員および常時勤務を要しない職員

 ⑵ 地方公務員法第２８条の５第１項または第２項の規定により同法第２８

条の２第１項に規定する異動期間（同法第２８条の５第１項または第２項の

規定により延長された期間を含む。）を延長された同法第２８条の２第１項

に規定する管理監督職を占める職員

 ⑶ 地方公務員法第２８条の７第１項または第２項の規定により勤務してい

る職員（同法第２８条の６第１項に規定する定年退職日において前項の規

定が適用されていた職員を除く。）

３ 地方公務員法第２８条の２第４項に規定する他の職への降任等をされた職員

であって、当該他の職への降任等をされた日（以下この項および第５項におい

て「異動日」という。）の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、

特定日に第１項の規定によりその者の受ける給料月額（以下この項において「特

定日給料月額」という。）が異動日の前日にその者が受けていた給料月額に１

００分の７０を乗じて得た額（その額に、５０円未満の端数がある場合はこれ

を切り捨て、５０円以上１００円未満の端数がある場合はこれを１００円に切

り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。）に達しな

いこととなる職員（人事委員会が定める職員を除く。）の給料月額は、当分の間、

特定日以後、第１項の規定によりその者の受ける給料月額に基礎給料月額と特

定日給料月額との差額に相当する額を加算した額とする。



４ 前項の規定により算出した差額に相当する額を加算した給料月額がその者の

属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における同項の規

定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、

「その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額と第１項の規定により

その者の受ける給料月額」とする。

５ 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員（第１項の規定の適用

を受ける職員に限り、第３項に規定する職員を除く。）であって、同項の規定に

より算出した差額に相当する額を加算した給料月額を受けるものとの均衡上

必要があると認められる職員の給料月額は、当分の間、人事委員会の定めると

ころにより、第１項の規定によりその者の受ける給料月額に前２項の規定に準

じて算出した差額に相当する額を加算した額とする。

６ 第３項または前項の規定により算出した差額に相当する額を加算した給料

月額を受ける職員以外の第１項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事

情等を考慮して当該給料月額を受ける職員との均衡上必要があると認められ

る職員の給料月額は、当分の間、人事委員会の定めるところにより、同項の規

定によりその者の受ける給料月額に前３項の規定に準じて算出した差額に相

当する額を加算した額とする。

７ 当分の間、第１項の規定の適用を受ける職員に対する職員の分限に関する条

例第２条第２項、第２条の２第１項および第４項ならびに第５条の２の規定の

適用については、同条例第２条第２項中「職員」とあるのは「学校教育職員の

給与に関する条例（平成２０年品川区条例第２３号。以下「給与条例」とい

う。）付則第２条第１項の規定による場合のほか、職員」と、同条例第２条の



２第１項中「とする」とあるのは「とする。ただし、給与条例付則第２条第１

項の規定による降給は、この限りでない」と、同条第４項中「ならない」と

あるのは「ならない。ただし、給与条例付則第２条第１項の規定による降給

は、この限りでない」と、同条例第５条の２中「とする」とあるのは「とする。

ただし、給与条例付則第２条第１項の規定による降給は、この限りでない」とす

る。

８ 第１項から前項までに定めるもののほか、第１項の規定および第３項の規定

による給料月額その他第１項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、

人事委員会が定める。

 （委任）

第３条 この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

 別表第１中

職務の級
職員の 

区分 

職務の級

号給  号給 

１ 

２ 

３ 

４

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

１０ 

１１ 

１２ 

９ 

１０ 

１１ 

１２ 

１３ 

１４ 

１５ 

１３ 

１４ 

１５ 

「 「



１６ １６ 

１７ 

１８ 

１９ 

２０ 

１７ 

１８ 

１９ 

２０ 

２１ 

２２ 

２３ 

２４ 

２１ 

２２ 

２３ 

２４ 

２５ 

２６ 

２７ 

２８ 

２５ 

２６ 

２７ 

２８ 

２９ 

３０ 

３１ 

３２ 

２９ 

３０ 

３１ 

３２ 

３３ 

３４ 

３５ 

３６ 

３３ 

３４ 

３５ 

３６ 

３７ 

３８ 

３９ 

４０ 

３７ 

３８ 

３９ 

４０ 

４１ 

４２ 

４３ 

４４ 

４１ 

４２ 

４３ 

４４ 

４５ 

４６ 

４７ 

４８ 

４５ 

４６ 

４７ 

４８ 

４９ 

５０ 

５１ 

５２ 

４９ 

５０ 

５１ 

５２ 

５３ 

５４ 

５５ 

５６ 

５３ 

５４ 

５５ 

５６ 

５７ 

５８ 

５９ 

５７ 

５８ 

５９ 



６０ ６０ 

６１ 

６２ 

６３ 

６４ 

６１ 

６２ 

６３ 

６４ 

６５ 

６６ 

６７ 

６８ 

６５ 

６６ 

６７ 

６８ 

６９ 

７０ 

７１ 

７２ 

６９ 

７０ 

７１ 

７２ 

７３ 

７４ 

７５ 

７６ 

７３ 

７４ 

７５ 

７６ 

７７ 

７８ 

７９ 

８０ 

７７ 

７８ 

７９ 

８０ 

８１ 

８２ 

８３ 

８４ 

８１ 

８２ 

８３ 

８４ 

８５ 

８６ 

８７ 

８８ 

８５ 

８６ 

８７ 

８８ 

８９ 

９０ 

９１ 

９２ 
定年前再

任用短時

間勤務職

員以外の

職員

８９ 

９０ 

９１ 

９２ 

９３ 

９４ 

９５ 

９６ 

９３ 

９４ 

９５ 

９６ 

９７ 

９８ 

９９ 

１００ 

９７ 

９８ 

９９ 

１００ 

１０１ 

１０２ 

１０３ 

１０１ 

１０２ 

１０３ 

を に改め、同表に次のように加える。



１０４ １０４ 

１０５ 

１０６ 

１０７ 

１０８ 

１０５ 

１０６ 

１０７ 

１０８ 

１０９ 

１１０ 

１１１ 

１１２ 

１０９ 

１１０ 

１１１ 

１１２ 

１１３ 

１１４ 

１１５ 

１１６ 

１１３ 

１１４ 

１１５ 

１１６ 

１１７ 

１１８ 

１１９ 

１２０ 

１１７ 

１１８ 

１１９ 

１２０ 

１２１ 

１２２ 

１２３ 

１２４ 

１２１ 

１２２ 

１２３ 

１２４ 

１２５ 

１２６ 

１２７ 

１２８ 

１２５ 

１２６ 

１２７ 

１２８ 

１２９ 

１３０ 

１３１ 

１３２ 

１２９ 

１３０ 

１３１ 

１３２ 

１３３ 

１３４ 

１３５ 

１３６ 

１３３ 

１３４ 

１３５ 

１３６ 

１３７ 

１３８ 

１３９ 

１４０ 

１３７ 

１３８ 

１３９ 

１４０ 

１４１ 

１４２ 

１４３ 

１４４ 

１４１ 

１４２ 

１４３ 

１４４ 

１４５ 

１４６ 

１４７ 

１４５ 

１４６ 

１４７ 



１４８ １４８ 

１４９ 

１５０ 

１５１ 

１５２ 

１４９ 

１５０ 

１５１ 

１５２ 

１５３ 

１５４ 

１５５ 

１５６ 

１５３ 

１５４ 

１５５ 

１５６ 

１５７ 

１５８ 

１５９ 

１６０ 

１５７ 

１５８ 

１５９ 

１６０ 

１６１ 

１６２ 

１６３ 

１６４ 

１６１ 

１６２ 

１６３ 

１６４ 

１６５ 

１６６ 

１６７ 

１６８ 

１６５ 

１６６ 

１６７ 

１６８ 

１６９ 

１７０ 

１７１ 

１７２ 

１６９ 

１７０ 

１７１ 

１７２ 

１７３ 

１７４ 

１７５ 

１７６ 

１７３ 

１７４ 

１７５ 

１７６ 

１７７ １７７ 

定年前再

任用短時

間勤務職

員

基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

２１９，７００ ２５８，１００ ２７６，６００ ２９４，６００ ３２４，９００ ３９２，５００

   付 則

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。

２ 改正後の学校教育職員の給与に関する条例付則第２条の規定は、地方公務

」」



員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）附則第３条第５項およ

び第６項の規定により勤務している職員には適用しない。

３ 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、特別区人

事委員会が定める。

 （説明）定年前再任用短時間勤務職員の基準給料月額のほか、６０歳に達し

た学校教育職員に係る給与の算定方法等を定める必要がある。


